
議 案 第 六 号 参 考 資 料  

川 越 市 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 新 旧 対 照   

改           正            案  現                      行  

（ 旅 館 業 の 施 設 に つ い て 講 ず べ き 衛 生 上 の 措 置 の 基 準 ）  

第 四 条  法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 措 置 の 基 準 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一 ～ 九  略  

十 入 浴 設 備 に つ い て は 、 次 の 措 置 を 講 じ る こ と 。  

イ 略  

ロ                                  

                                  

                                  

                                  

                   原 湯 （ 浴 用 に 使 用 し た 湯 水 （ ろ 過  

器  （ 浴 槽 内 の 湯 水 （ 以 下 「 浴 槽 水 」 と い う 。 ） を 再 利 用 す る た め 、 浴  

槽 水 中 の 微 細 な 粒 子 、 繊 維 等 を 除 去 す る 装 置 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で ろ 過  

し た 湯 水 を 含 む 。 以 下 ロ 、 ニ 及 び ル に お い て 同 じ 。 ） を 再 利 用 せ ず に 浴 槽  

に 直 接 注 入 さ れ る 温 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 原 水 （ 原 湯 の 原 料 に 用 い る  

水 及 び 浴 槽 水 の 温 度 を 調 整 す る 目 的 で 浴 用 に 使 用 し た 湯 水 を 再 利 用 せ ず に  

浴 槽 に 直 接 注 入 さ れ る 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 上 が り 用 湯 （ 洗 い 場 又 は  

シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 湯 栓 か ら 供 給 さ れ る 温 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

及 び 上 が り 用 水 （ 洗 い 場 又 は シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 水 栓 か ら 供 給 さ れ  

る 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 並 び に 浴 槽 水 の 水 質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適  

合 す る よ う に 管 理 す る こ と 。  

ハ 及 び ニ 略  

 （ 旅 館 業 の 施 設 に つ い て 講 ず べ き 衛 生 上 の 措 置 の 基 準 ）  

第 四 条  法 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 措 置 の 基 準 は 、 次 の と お り と

す る 。  

一 ～ 九  略  

十 入 浴 設 備 に つ い て は 、 次 の 措 置 を 講 じ る こ と 。  

イ 略  

ロ 水 道 水 （ 水 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 ） 第 三 条 第 二 項 に 規 定  

す る 水 道 事 業 の 用 に 供 す る 水 道 、 同 条 第 六 項 に 規 定 す る 専 用 水 道 若 し く は  

同 条 第 七 項 に 規 定 す る 簡 易 専 用 水 道 又 は 埼 玉 県 自 家 用 水 道 条 例 （ 昭 和 三 十  

二 年 埼 玉 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 自 家 用 水 道 か ら 供 給 さ れ る 水 を  

い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 水 を 使 用 し た 原 湯 （ 浴 用 に 使 用 し た 湯 水 （ 循 環  

ろ 過 器 （ 浴 槽 内 の 湯 水 （ 以 下 「 浴 槽 水 」 と い う 。 ） を 循 環 さ せ 、 ろ 過 す る  

設 備                   を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で ろ 過  

し た 湯 水 を 含 む 。 以 下 ロ 及 び ニ   に お い て 同 じ 。 ） を 再 利 用 せ ず に 浴 槽  

に 直 接 注 入 さ れ る 温 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 原 水 （ 原 湯 の 原 料 に 用 い る  

水 及 び 浴 槽 水 の 温 度 を 調 整 す る 目 的 で 浴 用 に 使 用 し た 湯 水 を 再 利 用 せ ず に  

浴 槽 に 直 接 注 入 さ れ る 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 、 上 が り 用 湯 （ 洗 い 場 又 は  

シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 湯 栓 か ら 供 給 さ れ る 温 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

及 び 上 が り 用 水 （ 洗 い 場 又 は シ ャ ワ ー に 備 え 付 け ら れ た 水 栓 か ら 供 給 さ れ  

る 水 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 並 び に 浴 槽 水 の 水 質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適  
合 す る よ う に 管 理 す る こ と 。  

ハ 及 び ニ 略  



ホ 貯 湯 槽 （ 原 湯 等 を 貯 留 す る 槽 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）     を 設 置 す  

る 場 合 は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ 貯 湯 槽 内 の 温 水 の 温 度 は 、 通 常 の 使 用 状 態 に お い て 、 温 水 の 補 給 口 、  
底 部 等 全 て の 箇 所 に お い て 摂 氏 六 十 度 以 上 に 保 ち 、 か つ 、 最 大 使 用 時 に  

お い て も 摂 氏 五 十 五 度 以 上 に 保 つ こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に  

は 、 貯 湯 槽 内 の 温 水 の 消 毒 を 行 う こ と 。  

⑵ 略  

ヘ 浴 槽 水 は 、 毎 日 完 全 に 換 水 す る こ と 。 た だ し 、 ろ 過 器   を 設 置 し て 浴  

槽 水 を ろ 過 す る 浴 槽 に あ っ て は 、 毎 週 一 回 以 上 完 全 に 換 水 す る こ と 。  

ト ろ 過 器 を  設 置 し て 浴 槽 水 を ろ 過 す る 場 合 は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ ろ 過 器   は 、 毎 週 一 回 以 上 、 逆 洗 浄 （ 湯 水 を 逆 流 さ せ る こ と に よ り 、  

ろ 過 器   の ろ 材 の 汚 れ を 排 出 さ せ る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他  

の 適 切 な 方 法 で 生 物 膜 等 の 汚 れ を 除 去 す る と と も に 適 切 な 方 法 で 消 毒 す  

る こ と 。  

⑵ 湯 水 を 浴 槽 と ろ 過 器 等  と の 間 で 循 環 さ せ る た め の 配 管 （ 以 下 「 循 環  

配 管 」 と い う 。 ） は 、 毎 週 一 回 以 上 消 毒 し 、 必 要 に 応 じ て 付 着 し た 生 物  

膜 を 適 切 な 方 法 で 除 去 す る こ と 。  

⑶ 集 毛 器 （ 浴 槽 水 を 再 利 用 す る た め 、 浴 槽 水 に 混 入 し た 毛 髪 及 び 比 較 的  

 大 き な 異 物 を 捕 集 す る 網 状 の 装 置 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 毎 日 一 回 以  

 上 清 掃 す る こ と 。  

⑷ 及 び ⑸ 略  

チ 浴 槽 か ら あ ふ れ 出 た 湯 水 （ 以 下 「 オ ー バ ー フ ロ ー 水 」 と い う 。 ） 及 び オ  

ー バ ー フ ロ ー 水 を 回 収 す る 槽 （ 以 下     「 回 収 槽 」 と い う 。 ） の 湯  

水 を 浴 用 に 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、 オ ー バ ー フ ロ ー 水 の 還 水 管 及 び 回 収  

槽 の 内 部 の 清 掃 及 び 消 毒 を 頻 繁 に 行 う と と も に 、 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 槽 水 と  

は 別 に 適 切 な 方 法 で 消 毒 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

リ 水 位 計 配 管 を 設 置 す る 場 合 は 、 適 切 な 方 法 に よ り 、 毎 週 一 回 以 上 付 着 し  

ホ 原 湯 を 貯 留 す る 貯 湯 槽 （ 以 下 ホ に お い て 「 貯 湯 槽 」 と い う 。 ） を 設 置 す  

る 場 合 は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ 貯 湯 槽 内 の 原 湯 の 温 度 は 、 通 常 の 使 用 状 態 に お い て 、 原 湯 の 補 給 口 、  

底 部 等 全 て の 箇 所 に お い て 摂 氏 六 十 度 以 上 に 保 ち 、 か つ 、 最 大 使 用 時 に  

お い て も 摂 氏 五 十 五 度 以 上 に 保 つ こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に  

は 、 貯 湯 槽 内 の 原 湯 の 消 毒 を 行 う こ と 。  

⑵ 略  

ヘ 浴 槽 水 は 、 毎 日 完 全 に 換 水 す る こ と 。 た だ し 、 循 環 ろ 過 器 を 設 置 し て 浴  

槽 水 を ろ 過 す る 浴 槽 に あ っ て は 、 毎 週 一 回 以 上 完 全 に 換 水 す る こ と 。  

ト 循 環 ろ 過 器 を 設 置 し て 浴 槽 水 を ろ 過 す る 場 合 は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ 循 環 ろ 過 器 は 、 毎 週 一 回 以 上 、 逆 洗 浄 （ 湯 水 を 逆 流 さ せ る こ と に よ り 、  

循 環 ろ 過 器 の ろ 材 の 汚 れ を 排 出 さ せ る こ と を い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他  

の 適 切 な 方 法 で 生 物 膜 等 の 汚 れ を 除 去 す る と と も に 適 切 な 方 法 で 消 毒 す  

る こ と 。  

⑵ 湯 水 を 浴 槽 と 循 環 ろ 過 器 と の 間 で 循 環 さ せ る た め の 配 管        

        は 、 毎 週 一 回 以 上 消 毒 し 、 必 要 に 応 じ て 付 着 し た 生 物  

膜 を 適 切 な 方 法 で 除 去 す る こ と 。  

⑶ 集 毛 器                              

                         は 、 毎 日 一 回 以  

上 清 掃 す る こ と 。  

⑷ 及 び ⑸ 略  

チ 浴 槽 か ら あ ふ れ 出 た 湯 水                                            

       を 回 収 す る 槽 （ 以 下 チ に お い て 「 回 収 槽 」 と い う 。 ） の 湯  

水 を 浴 用 に 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、               回 収  

槽 の 内 部 の 清 掃 及 び 消 毒 を 頻 繁 に 行 う と と も に 、 回 収 槽 の 水  を 浴 槽 水 と  
は 別 に 適 切 な 方 法 で 消 毒 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

 



た 生 物 膜 等 の 汚 れ の 除 去 及 び 必 要 に 応 じ た 消 毒 を す る こ と 。  

ヌ 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 、 ジ ェ ッ ト 噴 射 装 置 そ の 他 の 微 小 な 水 粒 を 発 生 さ せ  

る 設 備 （ 以 下 「 気 泡 発 生 装 置 等 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 場 合 は 、 必 要 に 応  
じ て 清 掃 及 び 消 毒 を す る こ と 。  

ル 打 た せ 湯 に は 、 浴 用 に 使 用 し た   湯 水 を 使 用 し な い こ と 。  

ヲ 調 節 箱 （ 洗 い 場 の 湯 栓 又 は シ ャ ワ ー に 供 給 す る 温 水 の 温 度 を 調 節 す る た  

め の 槽 を い う 。 以 下 ヲ に お い て 同 じ 。 ） を 設 け る 場 合 は 、 当 該 調 節 箱 を 定  

期 的 に 清 掃 す る こ と 。  

ワ シ ャ ワ ー は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ 毎 週 一 回 以 上 、 内 部 の 水 が 置 き 換 わ る よ う に 通 水 す る こ と 。  

⑵ シ ャ ワ ー ヘ ッ ド 及 び ホ ー ス は 、 定 期 的 に 点 検 す る こ と 。  

⑶ シ ャ ワ ー ヘ ッ ド 及 び ホ ー ス は 、 毎 年 一 回 以 上 、 内 部 の 汚 れ 及 び ス ケ ー  

ル の 洗 浄 並 び に 消 毒 を す る こ と 。  

カ 及 び ヨ 略  

タ 浴 槽 水 を 循 環 さ せ る こ と な く 入 浴 者 ご と に 換 水 す る 客 室 の 入 浴 設 備 に つ  

い て は 、 ロ か ら ヲ ま で 及 び ヨ の 規 定 は 、 適 用 し な い こ と 。  

十 一 ～ 十 八  略  

 

 

 

 

リ 打 た せ 湯 に は 、 循 環 ろ 過 器 で ろ 過 し た 湯 水 を 使 用 し な い こ と 。  

ヌ 浴 室 の 給 湯 栓 又 は シ ャ ワ ー へ 送 る 湯 の 温 度 を 調 整 す る 調 整 箱       

                  を 設 け る 場 合 は 、 当 該 調 整 箱 を 定  

期 的 に 清 掃 す る こ と 。  

 

 

 

 

 

ル 及 び ヲ 略  

ワ 浴 槽 水 を 循 環 さ せ る こ と な く 入 浴 者 ご と に 換 水 す る 客 室 の 入 浴 設 備 に つ  

い て は 、 ロ か ら ヌ ま で 及 び ヲ の 規 定 は 、 適 用 し な い こ と 。  

十 一 ～ 十 八  略  

 （ 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）  

第 七 条  政 令 第 一 条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ る 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設  

備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  略  

 五  入 浴 設 備 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

イ             原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 の 水  

質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

ロ 配 管 内 の 湯 水 を 完 全 に 排 水 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ 貯 湯 槽 を 設 置 す る 場 合 は 、 完 全 に 排 水 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

ニ 略  

 （ 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）  

第 七 条  政 令 第 一 条 第 一 項 第 八 号 の 規 定 に よ る 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 施 設 の 構 造 設

備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 四  略  

五 入 浴 設 備 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

イ 水 道 水 以 外 の 水 を 使 用 し た 原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 の 水  

質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 

 

ロ 略  

 



ホ ろ 過 器 を  設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 構 造 設 備 で あ る こ と 。  

⑴ ろ 過 器 の  一 時 間 当 た り の 処 理 能 力 は 、 当 該 ろ 過 器 に よ り 湯 水 の 供  

給 を 受 け る 全 て の 浴 槽 の 容 量 の 合 計 以 上 で あ る こ と 。  
⑵ ろ 過 器   は 、 逆 洗 浄 が 行 え る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り  

難 い 場 合 に は 、 ろ 材 の 交 換 が 適 切 に 行 え る 構 造 で あ る こ と 。  

⑶ ろ 過 器   に 毛 髪 等 が 流 入 し な い よ う に 浴 槽 水 が ろ 過 器   に 流 入 す  

る 前 の 位 置 に 集 毛 器 を 設 け る こ と 。  

⑷ ろ 過 器   に よ り 供 給 さ れ る 湯 水 の 誤 飲 、 飛 ま つ の 吸 引 等 を 防 止 す る  

た め 、 当 該 湯 水 を 浴 槽 に 供 給 す る 部 分 が 浴 槽 の 底 部 に 近 い 部 分 に 設 け ら  

れ て い る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 誤 飲 、 飛 ま つ の 吸 引  

等 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

⑸ 浴 槽 水 の 消 毒 に 用 い る 薬 剤 の 注 入 口 又 は 投 入 口 は 、 当 該 浴 槽 水 が ろ 過  

器  に 流 入 す る 直 前 の 位 置 に 設 け る こ と 。  

 

 

 

へ オ ー バ ー フ ロ ー 水 及 び 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 用 に 供 す る 構 造 で な い こ と 。 た  

だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ オ ー バ ー フ ロ ー 水 の 還 水 管 は 、 循 環 配 管 に 直 接 接 続 し な い こ と 。  

⑵ 回 収 槽 は 、 内 部 の 清 掃 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 位 置 に 設 け 、 又 は 構  

造 と す る こ と 。  

⑶ 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 槽 水 と は 別 に 消 毒 す る こ と が で き る 設 備 を 設 け る こ  

と 。  

ト 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 等 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ 浴 槽 水 を 二 十 四 時 間 以 上 完 全 に 換 水 す る こ と な く 循 環 さ せ て 使 用 す る  

浴 槽 に は 、 設 置 し な い こ と 。  

⑵ 気 泡 発 生 装 置 等 の 空 気 の 取 入 口 か ら 土 ぼ こ り が 入 ら な い 構 造 で あ る こ  

ハ 循 環 ろ 過 器 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 構 造 設 備 で あ る こ と 。  

⑴ 循 環 ろ 過 器 の 一 時 間 当 た り の 処 理 能 力 は 、 循 環 ろ 過 器 に よ り 湯 水 の 供  

給 を 受 け る 全 て の 浴 槽 の 容 量 の 合 計 以 上 で あ る こ と 。  

⑵ 循 環 ろ 過 器 は 、 逆 洗 浄 が 行 え る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り  

難 い 場 合 に は 、 ろ 材 の 交 換 が 適 切 に 行 え る 構 造 で あ る こ と 。  

⑶ 循 環 ろ 過 器 に 毛 髪 等 が 流 入 し な い よ う に 浴 槽 水 が 循 環 ろ 過 器 に 流 入 す  

る 前 の 位 置 に 集 毛 器 を 設 け る こ と 。  

⑷ 循 環 ろ 過 器 に よ り 供 給 さ れ る 湯 水 の 誤 飲         を 防 止 す る  

た め 、 当 該 湯 水 を 浴 槽 に 供 給 す る 部 分 が 浴 槽 の 底 部 に 近 い 部 分 に 設 け ら  

れ て い る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 誤 飲        

 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

⑸ 浴 槽 水 の 消 毒 に 用 い る 薬 剤 の 注 入 口 又 は 投 入 口 は 、 当 該 浴 槽 水 が 循 環  

ろ 過 器 に 流 入 す る 直 前 の 位 置 に 設 け る こ と 。  

ニ 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 、 ジ ェ ッ ト 噴 射 装 置 そ の 他 の 微 小 な 水 粒 を 発 生 さ せ  

る 設 備 （ 以 下 「 気 泡 発 生 装 置 等 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 場 合 は 、 気 泡 発 生  

装 置 等 の 空 気 の 取 入 口 か ら 土 ぼ こ り が 入 ら な い 構 造 で あ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



と 。  

チ 略  
六 ～ 八  略  

 

ホ 略  

六 ～ 八  略  

（ 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）  

第 八 条  政 令 第 一 条 第 二 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の  

基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 五  略  

六 入 浴 設 備 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

イ             原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 の 水  

質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

ロ 配 管 内 の 湯 水 を 完 全 に 排 水 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ 貯 湯 槽 を 設 置 す る 場 合 は 、 完 全 に 排 水 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

ニ 略  

ホ ろ 過 器 を  設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 構 造 設 備 で あ る こ と 。  

⑴ ろ 過 器 の  一 時 間 当 た り の 処 理 能 力 は 、 当 該 ろ 過 器 に よ り 湯 水 の 供  

給 を 受 け る 全 て の 浴 槽 の 容 量 の 合 計 以 上 で あ る こ と 。  

⑵ ろ 過 器   は 、 逆 洗 浄 が 行 え る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り  

難 い 場 合 に は 、 ろ 材 の 交 換 が 適 切 に 行 え る 構 造 で あ る こ と 。  

⑶ ろ 過 器   に 毛 髪 等 が 流 入 し な い よ う に 浴 槽 水 が ろ 過 器   に 流 入 す  

る 前 の 位 置 に 集 毛 器 を 設 け る こ と 。  

⑷ ろ 過 器   に よ り 供 給 さ れ る 湯 水 の 誤 飲 、 飛 ま つ の 吸 引 等 を 防 止 す る  

た め 、 当 該 湯 水 を 浴 槽 に 供 給 す る 部 分 が 浴 槽 の 底 部 に 近 い 部 分 に 設 け ら  

れ て い る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 誤 飲 、 飛 ま つ の 吸 引  

等 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

⑸ 浴 槽 水 の 消 毒 に 用 い る 薬 剤 の 注 入 口 又 は 投 入 口 は 、 当 該 浴 槽 水 が ろ 過  

器  に 流 入 す る 直 前 の 位 置 に 設 け る こ と 。  

ヘ オ ー バ ー フ ロ ー 水 及 び 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 用 に 供 す る 構 造 で な い こ と 。 た  

（ 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）  

第 八 条  政 令 第 一 条 第 二 項 第 七 号 の 規 定 に よ る 簡 易 宿 所 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の

基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 ～ 五  略  

六 入 浴 設 備 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

イ 水 道 水 以 外 の 水 を 使 用 し た 原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 の 水  

質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 

 

ロ 略  

ハ 循 環 ろ 過 器 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 構 造 設 備 で あ る こ と 。  

⑴ 循 環 ろ 過 器 の 一 時 間 当 た り の 処 理 能 力 は 、 循 環 ろ 過 器 に よ り 湯 水 の 供  

給 を 受 け る 全 て の 浴 槽 の 容 量 の 合 計 以 上 で あ る こ と 。  

⑵ 循 環 ろ 過 器 は 、 逆 洗 浄 が 行 え る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り  

難 い 場 合 に は 、 ろ 材 の 交 換 が 適 切 に 行 え る 構 造 で あ る こ と 。  

⑶ 循 環 ろ 過 器 に 毛 髪 等 が 流 入 し な い よ う に 浴 槽 水 が 循 環 ろ 過 器 に 流 入 す  

る 前 の 位 置 に 集 毛 器 を 設 け る こ と 。  

⑷ 循 環 ろ 過 器 に よ り 供 給 さ れ る 湯 水 の 誤 飲         を 防 止 す る  

た め 、 当 該 湯 水 を 浴 槽 に 供 給 す る 部 分 が 浴 槽 の 底 部 に 近 い 部 分 に 設 け ら  

れ て い る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 誤 飲        

 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

⑸ 浴 槽 水 の 消 毒 に 用 い る 薬 剤 の 注 入 口 又 は 投 入 口 は 、 当 該 浴 槽 水 が 循 環  
ろ 過 器 に 流 入 す る 直 前 の 位 置 に 設 け る こ と 。  

 



だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ オ ー バ ー フ ロ ー 水 の 還 水 管 は 、 循 環 配 管 に 直 接 接 続 し な い こ と 。  

⑵ 回 収 槽 は 、 内 部 の 清 掃 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 位 置 に 設 け 、 又 は 構  
造 と す る こ と 。  

   ⑶ 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 槽 水 と は 別 に 消 毒 す る こ と が で き る 設 備 を 設 け る こ  

と 。  

ト 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 等 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の と お り と す る       

                 こ と 。  

⑴ 浴 槽 水 を 二 十 四 時 間 以 上 完 全 に 換 水 す る こ と な く 循 環 さ せ て 使 用 す る  

浴 槽 に は 、 設 置 し な い こ と 。  

⑵ 気 泡 発 生 装 置 等 の 空 気 の 取 入 口 か ら 土 ぼ こ り が 入 ら な い 構 造 で あ る こ  

と 。  

チ 略  

七 ～ 九  略  

 

 

 

 

 

 

ニ 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 等 を 設 置 す る 場 合 は 、 気 泡 発 生 装 置 等 の 空 気 の 取 入  

口 か ら 土 ぼ こ り が 入 ら な い 構 造 で あ る こ と 。  

 

 

 

 

ホ 略  

七 ～ 九  略  

（ 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）  

第 九 条  政 令 第 一 条 第 三 項 第 五 号 の 規 定 に よ る 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準  

は 、 次 の と お り と す る 。  

一 入 浴 設 備 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

イ             原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 の 水  

質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

ロ 配 管 内 の 湯 水 を 完 全 に 排 水 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

ハ 貯 湯 槽 を 設 置 す る 場 合 は 、 完 全 に 排 水 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

ニ 略  

ホ ろ 過 器 を  設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 構 造 設 備 で あ る こ と 。  

⑴ ろ 過 器 の  一 時 間 当 た り の 処 理 能 力 は 、 当 該 ろ 過 器 に よ り 湯 水 の 供  

給 を 受 け る 全 て の 浴 槽 の 容 量 の 合 計 以 上 で あ る こ と 。  

⑵ ろ 過 器   は 、 逆 洗 浄 が 行 え る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り  

（ 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準 ）  

第 九 条  政 令 第 一 条 第 三 項 第 五 号 の 規 定 に よ る 下 宿 営 業 の 施 設 の 構 造 設 備 の 基 準

は 、 次 の と お り と す る 。  

一 入 浴 設 備 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す も の で あ る こ と 。  

イ 水 道 水 以 外 の 水 を 使 用 し た 原 湯 、 原 水 、 上 が り 用 湯 及 び 上 が り 用 水 の 水  

質 は 、 規 則 で 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。  

 

 

ロ 略  

ハ 循 環 ろ 過 器 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の 要 件 を 満 た す 構 造 設 備 で あ る こ と 。  

⑴ 循 環 ろ 過 器 の 一 時 間 当 た り の 処 理 能 力 は 、 循 環 ろ 過 器 に よ り 湯 水 の 供  
給 を 受 け る 全 て の 浴 槽 の 容 量 の 合 計 以 上 で あ る こ と 。  

⑵ 循 環 ろ 過 器 は 、 逆 洗 浄 が 行 え る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り  



難 い 場 合 に は 、 ろ 材 の 交 換 が 適 切 に 行 え る 構 造 で あ る こ と 。  

⑶ ろ 過 器   に 毛 髪 等 が 流 入 し な い よ う に 浴 槽 水 が ろ 過 器   に 流 入 す  

る 前 の 位 置 に 集 毛 器 を 設 け る こ と 。  
⑷ ろ 過 器   に よ り 供 給 さ れ る 湯 水 の 誤 飲 、 飛 ま つ の 吸 引 等 を 防 止 す る  

た め 、 当 該 湯 水 を 浴 槽 に 供 給 す る 部 分 が 浴 槽 の 底 部 に 近 い 部 分 に 設 け ら  

れ て い る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 誤 飲 、 飛 ま つ の 吸 引  

等 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

⑸ 浴 槽 水 の 消 毒 に 用 い る 薬 剤 の 注 入 口 又 は 投 入 口 は 、 当 該 浴 槽 水 が ろ 過  

器  に 流 入 す る 直 前 の 位 置 に 設 け る こ と 。  

へ オ ー バ ー フ ロ ー 水 及 び 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 用 に 供 す る 構 造 で な い こ と 。 た  

だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 次 の と お り と す る こ と 。  

⑴ オ ー バ ー フ ロ ー 水 の 還 水 管 は 、 循 環 配 管 に 直 接 接 続 し な い こ と 。  

⑵ 回 収 槽 は 、 内 部 の 清 掃 を 容 易 に 行 う こ と が で き る 位 置 に 設 け 、 又 は 構  

造 と す る こ と 。  

⑶ 回 収 槽 の 湯 水 を 浴 槽 水 と は 別 に 消 毒 す る こ と が で き る 設 備 を 設 け る こ  

と 。  

ト 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 等 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 の と お り と す る       

                 こ と 。  

⑴ 浴 槽 水 を 二 十 四 時 間 以 上 完 全 に 換 水 す る こ と な く 循 環 さ せ て 使 用 す る  

浴 槽 に は 、 設 置 し な い こ と 。  

⑵ 気 泡 発 生 装 置 等 の 空 気 の 取 入 口 か ら 土 ぼ こ り が 入 ら な い 構 造 で あ る こ  

と 。  

チ 略  

二 及 び 三 略  

難 い 場 合 に は 、 ろ 材 の 交 換 が 適 切 に 行 え る 構 造 で あ る こ と 。  

⑶ 循 環 ろ 過 器 に 毛 髪 等 が 流 入 し な い よ う に 浴 槽 水 が 循 環 ろ 過 器 に 流 入 す  

る 前 の 位 置 に 集 毛 器 を 設 け る こ と 。  

⑷ 循 環 ろ 過 器 に よ り 供 給 さ れ る 湯 水 の 誤 飲         を 防 止 す る  

た め 、 当 該 湯 水 を 浴 槽 に 供 給 す る 部 分 が 浴 槽 の 底 部 に 近 い 部 分 に 設 け ら  

れ て い る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に は 、 誤 飲         

 を 防 止 す る こ と が で き る 構 造 で あ る こ と 。  

⑸ 浴 槽 水 の 消 毒 に 用 い る 薬 剤 の 注 入 口 又 は 投 入 口 は 、 当 該 浴 槽 水 が 循 環  

ろ 過 器 に 流 入 す る 直 前 の 位 置 に 設 け る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

ニ 浴 槽 に 気 泡 発 生 装 置 等 を 設 置 す る 場 合 は 、 気 泡 発 生 装 置 等 の 空 気 の 取 入  

口 か ら 土 ぼ こ り が 入 ら な い 構 造 で あ る こ と 。  

 

 

 

 

ホ 略  

二 及 び 三 略  

（ 責 任 者 の 選 任 等 の 届 出 ）  

第 十 一 条 営 業 者 は 、 第 四 条 第 十 号 ヨ の 規 定 に よ り 日 常 の 衛 生 管 理 に 係 る 責 任 者

を 選 任 し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 責 任 者 の 氏 名 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 、 遅

（ 責 任 者 の 選 任 の 届 出 等 ）  

第 十 一 条 営 業 者 は 、 第 四 条 第 十 号 ヲ の 規 定 に よ り 日 常 の 衛 生 管 理 に 係 る 責 任 者

を 選 任 し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 責 任 者 の 氏 名 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 、 遅



滞 な く 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  滞 な く 、 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 


